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政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため 

 実行すべき措置について定める計画に基づく金融庁実施計画 

 

                          平成１８年３月２７日 

                    金融庁地球環境対策推進委員会決定 

 

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべ

き措置について定める計画」（平成 17年 4月 28日閣議決定。以下「政府の実行計

画」という。）において、関係府省は、平成 13年度比で平成 18年度までに当該関

係府省の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排

出量を７％削減することを目標とし、温室効果ガスの排出の削減並びに吸収作用の

保全及び強化のために自ら実行する措置を定めた「実施計画」を策定することとさ

れた。 

このため、政府の実行計画に基づき、平成 18年度を目標年度として、金融庁に

おける実施計画を以下のとおり定める。 

 

１ 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮 

 (1) 低公害車の導入 

     公用車（一般公用車及び一般公用車以外の公用車）については、低公害車

比率１００％を維持する。 

       

 (2) 自動車の効率的利用 

    ア 公用車等の効率的利用等 

      ① アイドリング・ストップ装置の積極的な導入・活用などにより、待機時

のエンジン停止の励行、不要なアイドリングの中止等の環境に配慮した

運転を行う。 

      ② 有料道路を利用する公用車について、ＥＴＣ車載器を設置する。 

③  ３メディア対応型の道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）対応車載機
を積極的に搭載し活用する。 

④  公用車の待機用に蓄熱用ウォームマットを導入する。 
      ⑤ ガソリンを満タンにしない。 

      ⑥  通勤時や業務時の移動において、鉄道、バス等公共交通機関の利用を推

進する。 

      ⑦ 毎月第一月曜日は、以下の場合を除き、公用車の使用を終日自粛するも

のとし、移動手段は徒歩、自転車又は公共交通機関によるものとする。 

    ・警備上支障のある場合 

     例：大臣車、長官車、その他警備上特別の配慮を必要とする車両 

    ・業務上支障のある場合 

     例：緊急業務、外国政府関係者の接受、その他公用車の使用が特にやむ

を得ないと認められる場合 

         

 (3)  エネルギー消費効率の高い機器の導入 

  現に使用しているパソコン、ワープロ、コピー機等のＯＡ機器、電気冷蔵庫、

ルームエアコン、テレビ等の家電製品、蛍光灯等の照明器具等の機器について、
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旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止又は買換えを進め、買換えに当た

っては、液晶テレビ、インバータ型蛍光灯等のエネルギー消費のより少ないも

のを選択する。また、これらの機器等の新規の購入に当たっても同様とする。 

    

 (4)  用紙類の使用量の削減 

① 電子メールの活用等によりペーパーレス化を一層推進する。 

② 文書配布先の見直し、両面印刷・両面コピーの徹底、２分割縮小コピー

の活用等により、コピー枚数の削減を図る。 

 

 (5) 再生紙などの再生品や木材の活用 

    ア 再生紙の使用等 

① 購入し、使用するコピー用紙、けい紙・起案用紙、トイレットペーパー

等の用紙類については、再生紙の使用を進める。 

② 印刷物については、再生紙を使用するものとする。また、その際には古

紙パルプ配合率を明記するよう努めるとともに、可能な場合においては、

市中回収古紙を含む再生紙の使用拡大が図られるような配慮を行う。 

    イ 木材、再生品等の活用 

① 購入し、使用する文具類、機器類、制服・作業服等の物品について、再

生材料から作られたものを使用する。 

② 間伐材、小径材等の木材や未利用繊維等の利用状況の低位な原材料から

作られた製品を使用する。 

③ 初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合には、リサイ 

クルのルートが確立しているものを使用する。 

 

２ 建築物の建築、管理等に当たっての配慮 

(1) 既存の建築物における省エネルギー対策の徹底 

   ① 庁舎管理官庁において可能な限り平成１８年度末までに重点的に実施

される、更なるエネルギーの使用の合理化のための設備・機器の導入、設

備等改修、運用改善について、積極的に協力する。  

   ② トイレ等の使用頻度の少ない箇所の照明については、人感センサーを設

置するよう務め、使用時のみの点灯を行う。   

   ③ 庁舎管理官庁における入居庁舎の電気使用量及びエネルギー供給設備

等で使用する燃料の量を削減し、それに伴う温室効果ガスの排出量を低減

させるための対策について、積極的に協力する。 

   ④ エレベータについて、庁舎管理官庁に協力して、始業時、退庁時等を除

く時間帯において、その一部を休止するよう努める。 

   ⑤ 廊下、湯沸室等の照明を間引き点灯する。  

   ⑥ 湯沸室に設置している貯蔵式電気湯沸器について、冬季を除き、極力、

その使用を制限するよう努める。 

 

 (2) 温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入 

   ① 空調設備について、金融庁で独自に調達又は更新する場合には、温室効

果ガスの排出の少ない空調設備の導入を極力図る。 

   ② 庁舎管理官庁に協力して、庁舎に高効率空調機を可能な限り幅広く導入
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するよう努める。 

 

 (3) 冷暖房の適正な温度管理 

① 冷暖房について、時間外運転を含め、間引き運転とする等、庁舎管理官

庁による冷暖房運転時間の短縮に協力する。 

     ② 庁舎管理官庁と協力して、庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房

の場合は２８度程度、暖房の場合は１９度程度）を一層徹底する。 

 

(4) 太陽光発電等新エネルギーの有効利用 

庁舎管理官庁に協力して、庁舎に太陽光発電、燃料電池等を可能な限り幅広

く導入するよう努める。   

 

 (5) ESCO事業の導入 

   庁舎管理官庁と連携して ESCO事業(Energy Service Company)の検討等を進

める。  

 

３ その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮 

(1) エネルギー使用量の抑制 

ア ハード対策 

① ＯＡ機器、家電製品及び照明については、適正規模のものの導入・更新、

適正時期における省エネルギー型機器への交換を徹底するとともに、スイ

ッチの適正管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用する。 

② パソコンのシステムスタンバイモードへの移行時間を短縮する。 

③ プリンターのシステムスタンバイモードへの移行時間を短縮する。 

④ コピー機の節電モードへの移行時間を短縮する。 

⑤ 事務室廊下側の照明について、可能な限り間引き点灯する。 

 

イ．職員による取組み 

① パソコンの未使用時・退庁時には、主電源をオフにする。 

② プリンターの未使用時・退庁時には、主電源をオフにする。 

③ コピー機の未使用時・退庁時には、主電源をオフにする。 

④ コピー機の電量消費量を削減するため、コピー枚数を削減する。 

⑤ 昼食時・空室時・残業時は、必要箇所を除き、執務室照明の消灯を行う。 

⑥ 廊下、共用部、洗面所、喫煙室等の照明は、必要箇所を除き、こまめに

消灯を行う。 

⑦ 使用していない部屋の個別空調は、電源オフを徹底する。 

⑧ 個別空調については、設定温度を見直し、適正な温度管理を図る。 

⑨ 冷房時には、日射の侵入を防ぐため、ブラインドを降ろすよう徹底する。 

⑩ 温水洗浄便座は、冬季を除き、温水の使用は原則禁止とする。 

⑪ 夏季における執務室での服装について、暑さをしのぎやすい軽装を励行

する。 

      ⑫ 職員に対する直近階への移動の際の階段利用を奨励する。 

   ⑬ 庁舎管理官庁に協力して、庁舎に高効率給湯器を可能な限り幅広く導入

するよう努める。 
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   ⑭ 庁舎管理官庁に協力して、庁舎の使用電力購入に際して、省 CO2化の要

素を考慮した購入方式を導入する。 

 

 (2) ごみの分別 

       不要になった用紙を分別回収するボックスを設置するなど、事務室段階で

のごみの分別回収を徹底する。 

       

 (3) 廃棄物の減量 

      ① 紙の使用量の抑制を図る。（再掲） 

② 電子メールの活用等によりペーパーレス化を一層推進する。（再掲） 

③ 文書配布先の見直し、両面印刷・両面コピーの徹底、２分割縮小コピー

の活用等により、コピー枚数の削減を図る。（再掲） 

④ 不要になった用紙を分別回収するボックスを設置するなど、事務室段階

でのごみの分別回収を徹底する。（再掲） 

      ⑤ コピー機、プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を進め

る。 

 

４ 職員に対する情報提供等 

   ① 昼休みの一斉消灯などの取組みについて周知する。 

   ② 職員から省 CO2化に資するアイディア（エコ・アイディア）を募集し、

効果的なものを実行に移す。       

 

５ 実施計画等の推進体制の整備と実施状況の点検 

 (1) 金融庁地球環境対策推進委員会（以下「推進委員会」という。）が、本計画

の推進・評価・点検を行うものとし、委員長（総括審議官）が実行すべき措置

の実施を統括する。 

 

(2) 「温室効果ガス排出削減計画」の実行責任者は委員長とし、推進委員会にお

いて同計画の推進を徹底する。 

 

(3) 各課室長を管理責任者と定め、管理責任者は、実行すべき措置が各課室にお

いて適切に実施されるよう管理するものとする。このため、管理責任者は、各

課室の職員の中から実施担当者１～２名を指名することとする。 

 

 (4) 推進委員会の事務局は、毎月、電力使用量等をもとに、「温室効果ガス排出

削減計画」の進捗状況を把握し、推進委員会に報告するとともに、全職員にメ

ールで伝達するものとする。 

 

(5) 委員長は、「温室効果ガス排出削減計画」の進捗状況を踏まえ、必要に応じ、

設備改修等のハード対策の追加を行うとともに、職員の取組みの強化等を指示

するものとする。 


